
令和８年度朝日町国民健康保険健康づくり事業実施要領 
 
１．目 的 

国民健康保険の被保険者が健康で生きがいのある生活を送り、積極的に社会参加で

きるように、健康保持に着目した保険事業推進を目的として助成支援を行います。 
 
２．対象とする事業 
（１）地区住民の参加による健康づくり事業 
 
３．助成対象団体 
（１）区又は自治公民館 
（２）区の連合又は自治公民館の連合 
（３）町立公民館 
 
４．助成金の交付基準 
（１）区又は自治公民館 令和８年４月１日現在の区の世帯数（住民基本台帳） 

区     分 助成額 
３０世帯以下 １５，０００円 
３１世帯から５０世帯以下 ２０，０００円 
５１世帯から８０世帯以下 ２５，０００円 
８１世帯から１００世帯以下 ３０，０００円 
１０１世帯以上 ３５，０００円 

（２）区の連合又は公民館の連合 健康福祉課保健医療係と協議してください。 
（３）町立公民館 １事業あたり２００，０００円を限度とします。 

※事業を複数実施する場合にあっても、原則１回限りの助成とします。 
※助成金は、交付決定後に交付いたします。 

 
５．助成金の使途 
（１）交付決定された事業における参加者への賞品代として活用してください。 

ただし、酒類は不可とします。 
 
６．事業実施にあたっての関係書類 
（１）事業計画書（様式第１号）別途定める期日まで提出してください。 
（２）交付決定通知書（様式第２号）役場より申請区へ 
（３）実績報告書（様式第３号）事業終了後３０日以内に提出してください。 
 
７．交付決定後に事業を中止する場合 

やむを得ず事業を中止する場合は、速やかに町に連絡し、助成金の返還をお願いし

ます。 


